
証券コード　6549
平成30年６月11日

株　主　各　位
東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号
ディーエムソリューションズ株式会社
代表取締役社長 花 矢 卓 司

第14回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月25日（月曜日）
午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目６番３号

吉祥寺 東急ＲＥＩホテル　３階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第14期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業

報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役７名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、
修 正 後 の 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス 　
http://www.dm-s.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況
　　①　事業の経過及び成果

　当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより、
景気は緩やかな回復基調が続いてきましたが、海外経済の不確実性の影響
等により、先行き不透明な状況で推移しました。当社が属する広告業界に
おきましては、総広告費は昨年同様の水準となる見込みです。その中でも
インターネット広告費は昨年に引き続き堅調な動きを見せており、今後も
市場規模は順調に拡大するものと予想されます。一方でＤＭ広告費は前年
実績をやや下回る予想です。インターネット広告の伸張が顕著ではありま
すが、総広告費に占めるＤＭ広告費の構成比はほぼ横ばいであり、ＤＭ広
告がほかの手段では置き換えづらい広告手法であることを示唆していると
考えられます。
　このような事業環境の中、当社はダイレクトマーケティング実施企業に
対して、マーケティングの各局面において最適なソリューションを提供す
るべく努めてまいりました。また、人材の採用、営業力及び提供サービス
の強化のための投資を積極的に行ってまいりました。
　この結果、当事業年度の売上高は10,438,822千円（前事業年度比14.3％
増）、営業利益は171,481千円（同34.9％減）、経常利益は167,372千
円（同36.8％減）、当期純利益は110,062千円（同35.4％減）となりま
した。
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事業別売上高

事 業 区 分

第 13 期
（平成29年３月期）

（前事業年度）

第 14 期
（平成30年３月期）

（当事業年度）
前事業年度比

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増 減 率
ダ イ レ ク ト メ ー ル
事 業 7,976,475千円 87.3％ 9,325,332千円 89.3％ 1,348,856千円 16.9％
イ ン タ ー ネ ッ ト
事 業 1,152,732 12.7 1,113,489 10.7 △39,242 △3.4

合 計 9,129,208 100.0 10,438,822 100.0 1,309,614 14.3

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は
393,898千円であります。
　その主なものは、日野フルフィルメントセンター（東京都日野市）の開
設（35,593千円）及び新宿オフィス（東京都新宿区）の開設（44,767千
円）並びに、ダイレクトメール事業における機械装置等の追加取得
（242,760千円）であります。
③　資金調達の状況
　当社は、平成29年６月20日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダ
ード）に上場いたしました。上場にあたり、平成29年６月19日を払込期
日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株
式発行により、230,000千円を調達しております。また、平成29年７月
24日を払込期日とする、オーバーアロットメントによる当社株式の売出し
に関連した第三者割当増資により、66,700千円を調達しております。
　上記に加えて、平成30年２月13日に金融機関からの借入れにより、
400,000千円を調達しております。
④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　当社は、平成30年２月28日を効力発生日として、不動産査定エージェ
ントサイトをセカイエ株式会社に譲渡いたしました。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 11 期
(平成27年３月期)

第 12 期
(平成28年３月期)

第 13 期
(平成29年３月期)

第 14 期
(平成30年３月期)
(当事業年度)

売 上 高(千円) 5,912,385 7,626,682 9,129,208 10,438,822

経 常 利 益(千円) 142,371 111,295 264,659 167,372

当 期 純 利 益(千円) 90,041 70,874 170,430 110,062

１株当たり当期純利益 (円) 40.85 32.15 77.32 45.84

総 資 産(千円) 1,807,370 2,306,664 2,737,707 3,646,025

純 資 産(千円) 720,418 791,292 961,723 1,368,485

１株当たり純資産 (円) 326.87 359.03 436.35 555.84

（注）当社は、平成29年２月27日付で普通株式１株につき1,000株、平成29年10月１日
付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第11期（平成27
年３月期）の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益金額及
び１株当たり純資産額を算定しております。

⑶　重要な子会社の状況
　　子会社の状況

　　　　該当事項はありません。

⑷　対処すべき課題
当社といたしましては、特に下記の内容を重要課題として取り組んでまいりま
す。

① 新サービスの開発
インターネット事業はＳＥＯを切り口とした自社開発の分析ツールを用

いた解析資料の提供等、ＳＥＯ・コンテンツマーケティング・運用型広告・
Ｗｅｂサイト制作をすべて自社サービスとしてワンストップで提供できる体
制が整っており、サービスの質的差別化によりその競合優位性を保っており
ます。しかしながら、変化や技術革新が著しいインターネット業界において
当社が持続的な成長を維持するためには、特定のサービスに依存せず、常に
付加価値の高い新サービスの開発及び提供が欠かせないものと認識しており、
今後につきましては、当社が有するサービス開発力・分析力を活かして、競
争力の高いサービスを提供し続けるとともに、新サービスを定期的にリリー
スし、拡販を進めることで収益基盤の強化を図ってまいります。
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② 大口顧客の拡大
ダイレクトメール事業においては、当社メールセンター及びロジスティク

スセンターが保有する社内設備等との兼ね合いもあり、小ロット（500通か
ら）から中ロット（30,000通まで）での発送業務を中心に事業を展開してお
り、大口顧客に頼らない事業展開が当社の経営を安定させる一要因にもなっ
ております。今後につきましては、持続的な成長を維持するため、従来の販
路は維持拡大しつつ、社内インフラの増強とあわせ、大規模な取引が期待さ
れる大口顧客の開拓に取り組むことにより、収益機会の拡大を図って参りま
す。

③ フルフィルメントサービスの拡大
ダイレクトメール事業においては、メール便を中心とした配送物の発送代

行業務をサービスの主軸としてまいりましたが、ネット通販市場の拡大を受
け、宅配便での配送を行う小口貨物の取扱いが増加しており、引き続き同様
の傾向が継続するものと予想されます。今後につきましては、昨年平成29年
７月に開設いたしました日野フルフィルメントセンターを拠点に、物流企画
部を担当部署にして、受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連
のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスの提供拡大及び宅配
便の取扱量を増加させることで、収益機会の拡大を図ってまいります。

④ 優秀な人材の採用及び育成
今後、当社が事業をさらに拡大し、成長を続けていくうえで、優秀な人材

の確保と、その適正な配置による業務効率の向上がその基盤になるものと認
識しております。そのために、幅広い求人機会を活用して、新卒・中途の採
用を推し進めていきたいと考えております。加えて、人材育成及び能力向上
も重要であると考えており、社内ＯＪＴはもちろんのこと、社外講師による
研修や、社外セミナー等も積極的に活用し、人材の育成と能力向上に努めて
参ります。

⑤ 情報管理体制の強化
当社は業務上大量の個人情報を取り扱っており、個人情報等の機密情報に

ついて、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュリティシ
ステムの整備等により、情報管理体制の整備を図ってまいりました。当社に
おいて、情報管理体制の強化は今後も重要な課題であると認識しており、引
き続きその強化を図ってまいります。なお、当社は一般財団法人日本情報経
済社会推進協会（JIPDEC）が運営するプライバシーマーク制度の認証を取得
しており、情報管理の徹底を図っております。
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⑥ 経営管理体制の強化
当社は企業価値を高め株主の皆様をはじめとするステークホルダーに信

頼され、支持される企業となるために、コーポレートガバナンスへの積極的
な取り組みが不可欠であると考えております。そのため、更なる企業規模の
拡大の基盤となる経営管理体制を拡充していくため、今後においても意思決
定の明確化、組織体制の最適化、内部監査体制の充実及び監査役監査並びに
監査法人による監査との連携を強化していく方針です。

⑸　主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

ダ イ レ ク ト メ ー ル 事 業 発送代行業、デザイン、印刷

イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 ＷＥＢコンサルティング、メディア運営

⑹　主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号

新 宿 オ フ ィ ス 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目６番
24号

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区大須三丁目５番６号

横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目９番30号

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１番
１号

三 鷹 メ ー ル セ ン タ ー 東京都三鷹市井口一丁目10番12号

八 王 子 第 １ メ ー ル セ ン タ ー 東京都八王子市田町１番５号

八 王 子 第 ２ メ ー ル セ ン タ ー 東京都八王子市北野町543番地７

八王子第３ロジスティクスセンター 東京都八王子市石川町2969番地16

日 野 フ ル フ ィ ル メ ン ト セ ン タ ー 東京都日野市旭が丘三丁目１番１号

大 阪 メ ー ル セ ン タ ー 大阪府大阪市東淀川区西淡路六丁目4番
111号
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⑺　使用人の状況（平成30年３月31日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数 前事業年度末比増減

ダイレクトメール事業 131 （83）名 20名増 （9名増）

イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 52 （18）名 8名増 （1名増）

全 社 （ 共 通 ） 19 （－）名 4名増 （－名増）

合 計 202（101）名 32名増（10名増）

（注）１．使用人数は就業人員であり、アルバイト及びパートタイマーは（　）内に年間の
平均人員を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管
理部門に所属しているものであります。

３．使用人数が当期中において、32名増加しましたのは、主として業務拡大に伴う
定期及び期中採用によるものであります。

⑻　主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 645,630千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 391,480
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　株式会社東京証券取引所よりご承認いただき、平成29年６月20日付をも
ちまして、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場へと株式上場しま
した。
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２．株式の状況（平成30年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 8,800,000株
⑵　発行済株式の総数 2,462,000株
⑶　株主数 1,308名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

花 矢 卓 司 796,000　株 32.33％

福 村 寛 敏 536,000 21.77

ア セ ッ ト イ ン ク リ ー ズ 株 式 会 社 260,000 10.56

松 本 和 久 159,800 6.49
デ ィ ー エ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
社 員 持 株 会 38,800 1.57

小 林 剛 司 34,000 1.38

勝 山 純 一 34,000 1.38

在 川 浩 太 24,000 0.97

吉 　 田 　 慎 一 朗 22,000 0.89

株 式 会 社 S B I 証 券 18,300 0.74

（注）平成29年６月20日を払込期日とする公募増資及び平成29年７月24日を払込期日と
するオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資による新
株式発行により、発行済株式の総数が増加しております。また、平成29年10月１日
付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行い、当社定款を一部変更いたしま
した。これらにより、発行可能株式総数は8,800,000株に、発行済株式の総数は
2,462,000株となりました。
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３．新株予約権等の状況
　　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況
名　　　　　　　　称 第 3 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成26年8月8日

新 株 予 約 権 の 数 177個（注）1.

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 354,000株（注）1.4.
(新株予約権１個につき2,000株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 693円（注）2.4.

新株予約権の行使に際して出資される財
産 の 価 額

新株予約権１個当たり
693,000円

(１株当たり　693円)

権 利 行 使 期 間 平成28年9月1日から平成36年7月25日まで

行 使 の 条 件 （注）３

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 171個
目的となる株式数 342,000株
保有者数 6名

（注）１．新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式2,000株であります。なお、
新株予約権の割当日後に、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または、次
の算式による割当株式数の調整を行い、調整の生ずる1株未満の端数は、これを
切り捨てます。

　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
２．新株予約権の発行日以後、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価格は

株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により
生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

　　また、新株予約権発行日以後、時価を下回る価格で普通株式を発行又は処分する
場合（新株引受権または新株予約権の行使を除く。）は、次の算式により行使価
格を調整し、調整に生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋

新株発行または
処分株式数

×
１株当たり発行または

処分価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行または処分株式数
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３．新株予約権の行使条件
(1）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の役員（監

査役を含む。）または従業員としての地位にあることを要しております。
ただし、権利行使時において当社取締役会において権利行使を承認した場
合はこの限りではありません。

(2）新株予約権の相続は認めておりません。
(3）新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式が、国内のいずれかの

金融商品取引所に上場後１年以上経過した場合に限り、本新株予約権を行
使することができるとしております。

(4）その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当契約書」に定めるところによっております。

４．平成29年２月27日付で普通株式１株につき1,000株、平成29年10月１日付で
普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株
予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株
予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
整されております。

５．上記のうち、取締役1名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与され
たものであります。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 花 矢 卓 司

取 締 役 副 社 長 福 村 寛 敏 アセットインクリーズ株式会社
代表取締役

取 締 役 小 林 剛 司 デジタルマーケティング事業部
長

取 締 役 勝 山 純 一 ダイレクトメール事業部長

取 締 役 在 川 浩 太 人事総務部長

取 締 役 木 村 和 央 バーティカルメディア事業部長

取 締 役 松 藤 　 悠
松藤悠公認会計士事務所　公認
会計士
株式会社スーパーリージョナル
監査役

常 勤 監 査 役 安 田 仁 裕 株式会社フォーシンクス代表取
締役

監 査 役 齋 藤 哲 男 　株式会社ワークツー代表取締役

監 査 役 高 見 之 雄 西込・高見法律事務所　弁護士

（注）１．取締役松藤悠氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安田仁裕氏、監査役齋藤哲男氏及び監査役高見之雄氏は、社外監査役

であります。
３．平成29年６月27日開催の第13回定時株主総会において、木村和央氏及び松藤悠

氏は新たに取締役に選任され就任しました。
４．当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める
最低限度額とします。
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⑶　取締役及び監査役の報酬等
　　当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 7名 136,410千円

監 査 役 3 10,800

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

10
（4）

147,210
（12,150）

 
（注）１．平成23年3月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額

300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、監
査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。

２．業績の低迷を受け、経営責任を明確化するため、平成30年4月から平成31年3月
までの12か月間次の通り減額を実施しております。
・代表取締役社長及び取締役副社長：月額報酬の33％
・上記以外の常勤取締役　　　　　：月額報酬の10～30％

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役松藤悠氏は、松藤悠公認会計士事務所及び株式会社スーパー
リージョナルの監査役を兼職しております。当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

・常勤監査役安田仁裕氏は、株式会社フォーシンクスの代表取締役を兼職
しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役齋藤哲男氏は、株式会社ワークツーの代表取締役を兼職しており
ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役高見之雄氏は、西込・高見法律事務所を経営しております。当社
と兼職先との間には特別の関係はありません。
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②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 松 藤 　 悠

平成29年6月27日就任以降、当事業年度に開催された取
締役会13回のうち13回に出席いたしました。出席した
取締役会において、主に財務・会計等に関し、公認会計
士としての専門的見地から適宜発言を行っております。

監査役 安 田 仁 裕

当事業年度に開催された取締役会20回、監査役会18回
の全てに出席いたしました。前職における知識と経験に
基づく専門的な見地から、取締役会において、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行
っております。

監査役 齋 藤 哲 男

当事業年度に開催された取締役会20回、監査役会18回
の全てに出席いたしました。前職における知識と経験に
基づく専門的な見地から、取締役会において、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行
っております。

監査役 高 見 之 雄

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会18
回の全てに出席いたしました。法律専門家としての知識
と経験に基づく専門的な見地から、取締役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称：有限責任あずさ監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 18,300

 
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で
きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見
積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、
会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業
務（非監査業務）であるコンフォートレター作成業務についての対価を支払
っております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
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以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
(イ)コンプライアンスを法令、定款、社内規程及び社会規範等を含めた「企

業倫理の遵守」と定義し、取締役及び使用人が日常活動における判断・
行動に際し遵守すべき基準として、「ディーエムソリューションズ行
動・倫理規範」を制定し、周知・徹底を図る。

(ロ)コンプライアンスを推進する体制としてリスク・コンプライアンス委
員会を設置し、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。

(ハ)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関
する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従
い業務を執行する。

(ニ)内部監査担当部署を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンス
の状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長
及び監査役に報告する。

(ホ)法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制と
して内部通報制度を整備し、その運用に当たっては内部通報担当部署
が適切に対応する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報に

ついては、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」
「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

(ロ)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるもの
とする。

(ハ)内部監査担当部署は、文書保存の管理責任者と連携のうえ、文書等の
保存及び管理状況を監査する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)リスク管理を体系的に規定する「リスク・コンプライアンス規程」を

定め、リスク管理を推進する体制としてリスク・コンプライアンス委
員会を設置し、リスク管理体制整備の進捗状況や有効性について検討
し、その結果を取締役会に報告する。

(ロ)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名を受け
た者の指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部
専門家とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体
制を整える。
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(ハ)内部監査担当部署は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を
代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリス
ク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年

度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築す
る。

(ロ)経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任
を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執
行を実現するとともに、重要事項については取締役会を経て意思決定
を行うことで、職務の適正性を確保する。

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には現在、親会社及び子会社は存在しないため、企業集団における
業務の適正性を確保する体制はない。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表

取締役社長は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名
する。指名を受けた使用人は監査役の指示に関して、取締役、部門長
等の指揮命令を受けないものとする。

(ロ)監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異
動、人事評価に関しては、監査役の意見を尊重する。

(ハ)監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人が監査役
の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知させ、会議等への出席
により、監査役監査に必要な調査を行う権限を付与する。

(ニ)監査役の職務を補助すべき使用人を務めたことをもって不利な取扱い
をしないことを、会社は保証し、その旨を取締役及び使用人に周知徹
底する。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制並びに監査役への報告をした者が当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は

業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度
による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報
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収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(ロ)取締役及び使用人は、会社に重大な影響を及ぼす事項が発生し、ある

いは発生するおそれがあるとき、又は取締役及び使用人による違法・
不正な行為を発見したときは、すみやかに監査役に報告するものとす
る。

⑧　上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底す
る。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求
をしたときは、当該費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、会社がこれを負担する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査役の過半は社外監査役とし、監査役職務の独立性及び透明性を確

保する。
(ロ)代表取締役社長は、監査役との意思疎通を図るために、監査役との定

期的な意見交換を行う。
(ハ)会社は、監査役、会計監査人及び内部監査担当部署が、相互に緊密な

連携及び情報交換を円滑に行える環境整備に努める。
(ニ)会社は、監査役監査の実施に当たり監査役が認めるときは、監査役の

判断で弁護士、公認会計士その他外部アドバイザーを活用できる体制
を整え、監査役監査の実効性確保に努める。

⑵　反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
①　反社会的勢力の不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、

経営陣以下組織全体が一体となって毅然と対応する。
②　反社会的勢力による被害を防止するために、平素から、警察・暴力追放

運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を図る。
③　反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による圧力や不当

要求は断固として拒絶する。
④　反社会的勢力の不当要求に対しては、外部専門機関と協議し、民事と刑

事の両面から法的対応を行う。

－ 17 －



⑤　不祥事等を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。
また、反社会的勢力への資金提供や便宜供与は、絶対に行わない。

⑶　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。

①　当社の業務の適正を確保するための体制は上記基本方針に従い、適切に
運用されています。

②　代表取締役社長が議長を務めるリスク・コンプライアンス委員会におい
て、個別リスクに加え、情報の管理、環境･安全･健康、反社会的勢力と
の関係遮断等の様々なリスクの集約･評価が実施されており、コンプライ
アンスの徹底を図っております。

③　財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムは、監査法人との
連携もなされ、適切に整備･運用されています。

④　投資を含めた当社の重要事項については、取締役会において多面的な審
議を行い、損失の危険の管理は適切に行われています。

⑤　監査役監査基準及び内部監査規程の社内規程に基づき、当社監査役およ
び各内部監査担当により監査や診断等が実施され、また当社の営業成績、
財務状況その他の重要な情報は適切に報告されており、業務の適正性は
確保されています。

⑥　取締役や社内関係部署から、重要な意思決定や職務の執行状況、職務の
執行に関する説明、ならびにそれらに関する重要な文書の供覧等を通じ
て、監査役が必要とする情報は提供されており、監査役への報告は適切
に行われています。

７．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
貸 倒 引 当 金

2,145,081
713,658
41,050

1,211,821
19,370
63,478
30,150
34,558
33,463
1,570

△4,041
1,500,943
1,332,106

244,064
271,941

5,937
76,420

668,606
8,936

56,200
22,482
22,482

146,355
110

6,778
1,104
5,667

139,473
△6,778

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 1,397,122

買 掛 金 754,165
短 期 借 入 金 100,000
1年以内返済予定
の 長 期 借 入 金 171,180
リ ー ス 債 務 2,643
未 払 金 87,150
未 払 費 用 144,798
未 払 法 人 税 等 39,586
前 受 金 52,598
預 り 金 21,601
そ の 他 23,396

固 定 負 債 880,417
長 期 借 入 金 865,930
リ ー ス 債 務 7,219
そ の 他 7,268

負 債 合 計 2,277,539
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,368,485
資 本 金 221,835
資 本 剰 余 金 148,350

資 本 準 備 金 148,350
利 益 剰 余 金 998,300

その他利益剰余金 998,300
繰越利益剰余金 998,300

純 資 産 合 計 1,368,485
資 産 合 計 3,646,025 負 債 純 資 産 合 計 3,646,025
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損　益　計　算　書

(平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 10,438,822

売 上 原 価 8,646,055

売 上 総 利 益 1,792,767

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,621,285

営 業 利 益 171,481

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7

受 取 手 数 料 1,620

受 取 保 険 金 880

そ の 他 539 3,048

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,706

株 式 交 付 費 2,598

そ の 他 853 7,157

経 常 利 益 167,372

特 別 利 益

事 業 譲 渡 益 10,000 10,000

税 引 前 当 期 純 利 益 177,372

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 71,391

法 人 税 等 調 整 額 △4,081 67,310

当 期 純 利 益 110,062
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株主資本等変動計算書

(平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合　　計

純資産
合　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 73,485 － － 888,238 888,238 961,723 961,723

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 148,350 148,350 148,350 296,700 296,700

当 期 純 利 益 110,062 110,062 110,062 110,062

当 期 変 動 額 合 計 148,350 148,350 148,350 110,062 110,062 406,762 406,762

当 期 末 残 高 221,835 148,350 148,350 998,300 998,300 1,368,485 1,368,485
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

・商品、貯蔵品・・・・・・主として先入先出法
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法によっており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年～31年
機械及び装置 ３年～12年
車両運搬具 ２年～ ６年
工具、器具及び備品 ２年～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
③　リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

⑶　繰延資産の処理方法
株式交付費　　　　　　　　　　株式交付費は、支出時に全額費用処理しておりま

す。
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⑷　引当金の計上基準
　貸倒引当金　　　　　　　　　  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物 100,843千円
土地 668,606千円

計 769,449千円
②　担保に係る債務

1年内返済予定の長期借入金 68,940千円
長期借入金 576,690千円

計 645,630千円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 338,406千円
⑶　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形が期末残高に
含まれております。

受取手形 5,037千円

３．損益計算書に関する注記
事業譲渡益

不動産査定エージェントサイトの譲渡に伴う譲渡益であります。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,462,000株
⑵　当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く。)の目的となる株式の種類及び数
普通株式 354,000株
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社の資金運用については、主に短期的な預金等で運用しております。また、運
転資金は主に自己資金によっており、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に
銀行取引）を調達しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに
つきましては、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念
の早期把握や軽減を図っております。
　営業債務について、支払手形による支払は行っておりません。買掛金は、そのほ
とんどが３ヶ月以内の支払期日であります。営業債務及び借入金は流動性リスクに
晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、必要手許流動
性の維持などにより、当該リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成30年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。

貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 現 金 及 び 預 金 713,658千円 713,658千円 －千円

⑵ 売 掛 金 1,211,821

　 貸 倒 引 当 金 ( * 1 ) △4,041

1,207,780 1,207,780 －

資 産 計 1,921,438 1,921,438 －

⑴ 買 掛 金 754,165 754,165 －

⑵ 長 期 借 入 金 ( * 2 ) 1,037,110 1,037,110 －

負 債 計 1,791,275 1,791,275 －

(*1) 売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) １年以内に期限が到来する長期借入金を含めて表示しております。
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（注）金融商品の時価の算定方法
資　産
(1）現金及び預金、(2）売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。

負　債
(1）買掛金
　 買掛金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金
 　変動金利の借入金については、短期間で市場金利を反映しており、時価は帳
簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
固定金利の借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場
合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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６．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）
貸倒引当金 1,226千円
未払賞与 12,036千円
未払事業税 4,049千円
地代家賃否認 13,350千円
その他 2,800千円

繰延税金資産（流動）計 33,463千円
繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 2,057千円
資産除去債務 2,149千円
その他 1,460千円

繰延税金資産（固定）計 5,667千円
繰延税金資産の純額 39,131千円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率
（調整）

30.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5％
住民税均等割 1.5％
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.2％
その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9％

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　平成29年６月の上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに
伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。
　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、
従来の34.3％から、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる
一時差異については30.36％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 555円84銭
⑵　１株当たりの当期純利益 45円84銭
（注）１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当事業年度に行いました株

式の分割が当事業年度の期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月16日
ディーエムソリューションズ株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 瀬 弘 典 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 坂 井 知 倫 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ディーエム
ソリューションズ株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
の第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
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書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第14期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査担当部署その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確
保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表及びその附属明細書）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

平成30年５月17日
ディーエムソリューションズ株式会社　監査役会

常勤社外監査役 安 田 仁 裕 ㊞
社 外 監 査 役 齋 藤 哲 男 ㊞
社 外 監 査 役 高 見 之 雄 ㊞

以　上

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２
条（目的）に所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的） （目的）
第２条　（条文省略）
　１～５　（条文省略）
　６　　Webサイトの企画、制作及び管理

　７　　ソフトウェアの制作及び販売

　８～17　（条文省略）

第２条　（現行どおり）
　１～５　（現行どおり）
　６　　広告宣伝の情報媒体・コンテンツ

の制作、運営、販売及び保守管理
　７　　ソフトウェアの制作、運営、販売

及び保守管理
　８～17　（現行どおり）
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第２号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
はな
花

や
矢

 
　

たく
卓

じ
司

(昭和48年８月24日)

平成 ７ 年 ４ 月 株式会社日栄入社

796,000株平成11年 ９ 月 株式会社セプテーニ入社
平成16年 ９ 月 当社設立

代表取締役社長(現任)

２
ふく
福

むら
村

 
　

ひろ
寛

とし
敏

(昭和46年５月23日)

平成 元 年 ４ 月 株式会社新興電気システム
入社

536,000株

平成13年 ４ 月 株式会社オーバルネットワ
ーク入社

平成16年 ９ 月 当社設立
取締役副社長(現任)

平成25年 ９ 月 アセットインクリーズ株式
会社代表取締役就任(現任)

３
こ
小

ばやし
林

 
　

つよ
剛

し
司

(昭和48年８月25日)

平成 ９ 年 ４ 月 株式会社三菱電機ビジネス
システム入社

34,000株

平成17年 ２ 月 当社入社
平成20年 ４ 月 当社インターネット事業部

長
平成23年 ４ 月 当社取締役インターネット

事業部長
平成29年 ６ 月 当社取締役デジタルマーケ

ティング事業部長（現任）

４
かつ
勝

やま
山

 
　

じゅん
純

いち
一

(昭和53年10月７日)

平成14年 ４ 月 株式会社セプテーニ入社

34,000株

平成16年11月 当社入社
平成19年 4 月 当社ダイレクトメール事業

部営業部長
平成23年 ４ 月 当社取締役ダイレクトメー

ル事業部長(現任)

５
ざい
在

かわ
川

 
　

こう
浩

た
太

(昭和54年２月６日)

平成13年 ４ 月 株式会社セリエ入社

24,000株
平成16年11月 当社入社
平成25年 ４ 月 当社取締役総合企画室長
平成28年11月 当社取締役人事総務部長

（現任）
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６
き
木

むら
村

 
　

わ
和

おう
央

(昭和47年９月８日)

平成 ９ 年 １ 月 有限会社フーラエンタープ
ライズ入社

2,200株

平成16年 ３ 月 ローズコモディティ株式会
社入社

平成18年 ９ 月 株式会社WCL入社
平成19年 ６ 月 株式会社ネクストウォーク

入社
平成20年 ６ 月 当社入社
平成26年10月 当社インターネット事業部

メディアマーケティング部
長

平成29年 ６ 月 当社取締役バーティカルメ
ディア事業部長(現任)

７
まつ
松

ふじ
藤 　

 
　

ゆう
悠

(昭和55年１月22日)

平成14年 ４ 月 朝日監査法人(現有限責任
あずさ監査法人)入所

－

平成25年10月 双葉監査法人入所
平成25年10月 松藤悠公認会計事務所開設

(現任)
平成29年 ６ 月 当社社外取締役(現任)
平成29年11月 株式会社スーパーリージョ

ナル監査役（現任）
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．松藤 悠氏は、社外取締役候補者であります。
３．松藤 悠氏を社外取締役候補者とした理由は前職及び公認会計士としての豊富な

経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことを期待したためであり
ます。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を
適切に遂行できるものと判断しております。

４．松藤 悠氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任
期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

５．当社は、松藤 悠氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とし
ており、松藤 悠氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予
定であります。
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６．当社は、松藤 悠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定で
あります。

以　上
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